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１．計画の趣旨・現状 

（１）計画の趣旨 
近年、学校教育を取り巻く環境は大きく変化し、教育職員には授業をはじめとする教

育活動に加え、学校運営、保護者・地域対応、各種事務等、多様かつ高度な業務が求
められている。その結果、長時間勤務の常態化や心身の不調を訴える教育職員も見ら
れ、教育の質の維持・向上及び持続可能な学校運営に影響を及ぼすことが懸念され
ている。 
こうした状況を踏まえ、本市においても、教育職員が健康で意欲をもって教育活動に

専念できる勤務環境を整備することを目的として、業務量の適切な管理と健康確保の
ための具体的な措置を体系的に推進する必要がある。 
本計画は、瀬戸内市立学校に勤務する教育職員を対象に、業務量管理及び健康確

保措置に関する取組を総合的かつ計画的に実施するための基本的な方針及び具体
的方策を示すものである。 

 
（２）本市の現状 
本市では、教職員の時間外在校等時間を年間 360時間以内、月 45時間以内と

して目標を定め、時間外在校等時間の縮減と子どもと向き合う時間の確保をめざして
取り組んできた。本市で導入している業務記録システムから把握した、令和 6年度に
おける市立学校の教育職員の時間外在校等時間は次のとおりであった。 
月平均 45時間以内の教育職員は、小学校は 80％超、中学校は半数以下となって

いる。また、月当たりの時間外在校等時間の平均は、令和元年度と比較して、小学校、
中学校ともに 3割程度減少しており、毎年確実に時間外在校等時間は減少している。 
一方、月当たりの時間外在校等時間が 80時間を超える者はゼロになっていない。

また、中学校においては、年間月平均が 52時間となっており、目標を大きく超える時
間数となっている。 

 
令和６年度時間外在校等時間 

 
令和７年８月に管理職を対象に実施した「働き方改革に関する取組状況調査」（以

下「取組状況調査」という。）の結果からは、意識改革や業務改善は進んでいる一方
で、学校運営協議会等での学校における働き方改革の議題化、校務ＤＸの推進、部活
動指導に係る負担の軽減等において課題がみられる。 
 
 
 
 
 

区分 年平均 
月 45時間以内の 
教育職員の割合 

月 80時間超の 
教育職員の割合 

年３６０時間以上
の割合 

小
学
校 

R1 月 40.8時間 63.0％ 1.7％ 66.7％ 

R6 月 28.7時間 82.0％ 1.0％ 42.4％ 

中
学
校 

R1 月 72.6時間 22.0％ 38.0％ ８７.3％ 

R6 月 52.5時間 44.0％ 17.0％ 78.6％ 
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２．目標 

○本計画において達成を目指す目標は以下のとおり。 
（１）時間外在校等時間に関する目標 
・ すべての教職員の時間外在校等時間を月あたり 45時間以下にする。 
※令和８年度中に年平均 80時間以上の教職員の割合を小学校においては、 
０％、中学校においては 10％以下にする。 

・ すべての教職員の時間外在校等時間を年あたり 360時間以下にする。 
 

（２）ワーク・ライフ・バランスや働きがい等に関する目標 
  ・ 勤務実態調査において「現在、仕事に『働きやすさ』を感じている」と回答した教 
育職員の割合を 80％以上にする。  
・ 勤務実態調査において「現在、仕事に『働きがい』を感じている」と回答した教育 
職員の割合 80％以上を維持する。  

３．計画の期間 

 令和 8年度～令和 10年度 
 

４．実施する業務量管理・健康確保措置の内容 

○ 本市では、本計画期間中の重点事項として、以下の内容に取り組む。 
 ※【 】は岡山県教育委員会による「令和７～10年度学校における働き方改革重点取組」との関連を示

している。 

（１）「学校と教師の業務の３分類」（以下「３分類」という。）を踏まえて 
実施する取組 

・ 学校徴収金管理システムの改善「3分類③」【DX】 
全校に導入している学校徴収金管理システムをさらに効率的に活用できるよう 

システムの改善を進める。 
・ 市から依頼する調査の回答方法や回数等の見直し「3分類⑥」【業務】 
市教育委員会が学校に発出する調査等の回答に係る負担を軽減するため、毎 

年度、調査の回答方法や回数等の見直しを行う。 
・ 校務系・学習系ネットワークの統合「3分類⑧」【DX】 
授業準備、成績処理等に係る負担を軽減するため、校務系・学習系ネットワー 

ク統合を行う。 
・ 部活動指導員の配置及び休日部活動の地域展開の推進「3分類⑬」【部活】 
部活動指導に係る負担を軽減するため、引き続き、部活動指導員の配置を行う。 
休日における部活動の地域展開に向けた協議を進め、令和１０年度全校実施 

を目指す。 
・ 支援スタッフ等の配置「3分類⑮⑲」【外部】 
教育職員が児童生徒への教育に専念できるようにするため、引き続き、学校の 

実態を踏まえながら支援スタッフ等の配置を行う。 
・ 中学校におけるデジタル採点システムの導入「3分類⑯」【DX】 
中学校における採点作業等に係る負担を軽減するため、テスト採点業務におけ 

るデジタル採点システムを導入する。 
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（２）「取組状況調査」からみえる課題を踏まえて推進する学校の取組 
管理職面談等で各学校の実態をより一層把握するとともに、好事例の発信や管 
理職研修の実施等により学校における次の取組を推進し、業務の適正化を図る。 
・ 学校運営協議会等での学校における働き方改革についての議題化【意識】 
働き方改革の目的を地域・保護者等と共有し、連携・協働しながら取組を進 

められるよう、学校運営協議会やＰＴＡ総会等で、学校における働き方改革につ 
いて議題として取り扱う。 
・ 働き方改革担当の校務分掌化【意識】 

      担当者を中心に、校内の取組を推進するとともに教職員の意識改革に努め 
る。 
・ 定時退校日の設定【意識】 
各校において月１回の定時退校日または定時退校週間や学期に１回市内統一 

の定時退校日を設け、退校時間を意識した効率的な業務改善の意識を高める。 
・ 児童生徒の登校時間及び教職員の最終退校時刻の設定【業務】 
勤務時間を踏まえた業務等の見直しを進めるため、児童生徒の登校時間及び 

実態に応じた教職員の最終退校時刻を設定する。 
・ 保護者連絡アプリやデジタル採点システムの活用【業務】 
業務の効率化やペーパーレス化を進めるため、連絡アプリや採点システムの 

活用を進め、定型業務の削減を進める。 
・ 部活動指導員による単独での部活動指導【部活】 
部活動指導に係る負担を軽減するとともに授業準備等の時間を確保するた 

め、部活動指導員による単独での部活動指導を実施する。 
・ 複数の顧問による交代での部活動指導【部活】 
部活動指導に係る負担を軽減するとともに授業準備等の時間を確保するた 

め、複数の顧問による交代での部活動指導を実施する。 
 

（３）教育職員の健康及び福祉の確保に関する取組 
教育職員の健康及び福祉を確保するため、労働安全衛生法等の規定を遵守する 
とともに、次の内容に取り組む。 
・ 年次休暇の計画的な取得の促進 
仕事と余暇のバランスのとれた豊かな生活の実現、時間管理意識の醸成を図 

るため、年次休暇の計画的な取得を促進する。 
・ 夏期・冬期休業日の学校閉庁日の設定 

      教職員が連続して、休暇を取ることができるよう長期休業期間に連続した学校 
閉庁日を設定し、取得を促進する。 
・ 相談窓口の設置 
心身の健康問題の早期発見・適切な対応を図るため、心身の健康問題に関す 

る相談窓口の設置を継続する。 
 
 
 
 
 
 



4 

 

５．関連する取組、今後のフォローアップについて 
各学校では優先度を考慮しながら実態に応じた取組を行うとともに、ここに掲げた

内容以外についても、主体的に業務の見直しを行う。 
・ 取組の着実な実行を図るため、本計画に定める目標の達成状況及び取組の実施 
状況を把握し、市の HPで公表するとともに、総合教育会議において報告する。 

・ 時間外在校等時間に係る目標の達成状況については、市立学校に導入している 
業務記録システムで把握し、働きがい等に関する目標については、県が実施する 
勤務実態調査で把握する。 

・ 各学校の取組状況については、県が管理職を対象に実施する取組状況調査で把 
握するとともに、把握した取組状況等を踏まえ、必要に応じて学校への聴き取り等 
を実施する。 

・ 各学校における働き方改革の取組が進むよう、様々な機会を捉え各学校へ本計 
画の周知を行うとともに、担当者を対象とした研修を充実させるなど、意識改革を 
図る。 
・ 支援スタッフの配置など学校の指導・運営体制の充実や部活動の地域展開・連 
携等の取組の推進に当たっては、社会教育課と連携を図りながら取り組む。 

・ 各学校は、校長のリーダーシップのもと、学校運営協議会の協議等も踏まえ、本計 
画を学校経営計画や学校評価に適切に位置付けることにより、教職員の働き方 
改革に向けた取組を実施する。 
 

【本計画に掲げる目標及び取組と指標一覧】 

※１ 業務記録システムにおける瀬戸内市立学校の令和６年度の割合及び値。 
※２ 令和７年１１月に岡山県が実施した勤務実態調査における当該質問項目に「そう 
思う」又は「どちらかと言えばそう思う」と回答した瀬戸内市立学校に勤務する教 
員の割合｡ 

 
 
 
 

 目標・取組 指標 現況値 
R10年度 
目標値 

１ 

時間外在校
等時間に関
する目標 

月当たりの時間外在校等時間
が 45時間以内になっている教
育職員の割合 

小 82％※１ 100% 

中 44％※１ 100% 

２ 
１年間（年度）における、月当た
りの時間外在校等時間の平均 

小 28.7ｈ※１ 維持 

中 52.5ｈ※１ 45ｈ以下 

３ 
ワーク・ライ
フ・バランス
や働きがい
等に関する
目標 

「現在、仕事に『働きやすさ』を
感じている」と回答した教育職
員の割合 

7６％※２ 80％ 

４ 
「現在、仕事に『働きがい』を感
じている」と回答した教育職員
の割合 

８６％※２ 維持 

５ 
休日部活動
の地域展開 

休日における部活動の指導を
地域クラブ指導者が行っている
学校数 

１校 3校 
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（参考資料） 


